
市
民
の
皆
さ
ん
に
、
市
政
を
よ

り
身
近
な
も
の
に
感
じ
て
い
た
だ

く
た
め
、
こ
れ
か
ら
の
茂
原
市
に

つ
い
て
、
市
長
と
直
接
、
意
見
交

換
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

◆
開
催
期
間

随
時
受
付
。

※
議
会
開
催
月
（
６
月
・
９
月
・

12
月
・
３
月
）
は
除
く
。

※
開
催
日
・
開
催
時
間
は
、
協
議

の
上
、
決
定
し
ま
す
。

◆
対
象

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
団

体
、
グ
ル
ー
プ
で
、
出
席
者
数
が

５
人
以
上
10
人
程
度
。

※
宗
教
お
よ
び
政
治
上
の
目
的
を

有
す
る
団
体
、
公
序
良
俗
に
反

す
る
団
体
は
除
く
。

◆
テ
ー
マ

市
政
に
関
す
る
こ
と
の
中
か
ら

申
込
団
体
、
グ
ル
ー
プ
が
設
定
。

◆
場
所

市
長
応
接
室
（
市
役
所
３
階
）

◆
申
込
方
法

開
催
希
望
日
の
１
カ
月
前
ま
で

に
、
電
話
ま
た
は
窓
口
で
参
加
者

の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
話

し
合
い
た
い
テ
ー
マ
を
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ
は
、

秘
書
広
報
課
（
３
階
）

☎
⒇
１
５
１
２
、Ｆ
⒇
１
６
０
１
へ
。

平
成
29
年
の
新
年
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
新
年
交
歓
会
を
開
催
し

ま
す
。

◆
日
時　
１
月
４
日
㊌

11
時
30
分
～

◆
場
所　
市
役
所
市
民
室

◆
会
費　
千
円

◆
申
込
方
法　
秘
書
広
報
課
、
本

納
支
所
に
費
用
を
添
え
て
。

◆
申
込
締
切　
12
月
13
日
㊋

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ
は
、

秘
書
広
報
課
（
３
階
）

☎
⒇
１
５
１
２
、Ｆ
⒇
１
６
０
１
へ
。

年
末
は
、
な
に
か
と
せ
わ
し
な

い
時
期
で
す
。
ふ
と
し
た
不
注
意

が
思
わ
ぬ
交
通
事
故
に
つ
な
が
り

か
ね
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
と
き

こ
そ
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
を
実
践
し
て
、
交
通

事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

忘
年
会
な
ど
で
飲
酒
の
機
会
も

多
く
な
る
時
期
で
す
が
、
飲
酒
運

転
は
重
大
事
故
を
引
き
起
こ
す
要

因
で
、
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
で
す
。
家
庭
、
職
場
等
で
飲

酒
運
転
は
「
絶
対
し
な
い
・
さ
せ

な
い
・
許
さ
な
い
」
を
徹
底
し
ま

し
ょ
う
！

ま
た
、
夕
暮
れ
時
や
夜
間
の
交

通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
自
転

車
や
車
は
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
に
、

歩
行
者
は
反
射
材
の
活
用
に
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

生
活
全
般
に
わ
た
る
困
り
ご
と

に
つ
い
て
の
相
談
窓
口
で
す
。
専

門
の
支
援
員
が
ど
の
よ
う
な
支
援

が
必
要
か
を
一
緒
に
考
え
、
自
立

に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。
一

人
で
抱
え
込
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

◆
相
談
窓
口
＝
長
生
ひ
な
た

（
長
尾
２
６
９
４
）

☎
㊱
３
０
１
３
、
Ｆ

�
７
８
４
４

hinata.tyousei@
lilac.plala.

or.jp

お
問
い
合
わ
せ
は
、

社
会
福
祉
課
（
７
階
）

☎
⒇
１
５
７
１
、Ｆ
⒇
１
６
０
５
へ
。

ご
相
談
く
だ
さ
い

茂
原
市
自
立
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

平
成
29
年

新
年
交
歓
会
を

開
催
し
ま
す

冬
の
交
通
安
全
運
動

12
月
10
日
㊏
～
19
日
㊊

そ
の
酒
で

失
う
信
頼

家
族
の
未
来

「ゾーン30」が始まります
生活道路の安全な交通環境を守るため、市内東部台地区（下図参

照）が千葉県公安委員会により「ゾーン30」の区域に指定され、12
月中から運用を開始します。これに伴い指定区域と分かるよう、道
路標識や路面表示などを整備します。皆さんのご理解とご協力をお
願いします。

※「ゾーン30」とは
歩行者や自転車などの安全を確保するため、自動車などの速度を

抑制するよう指定する区域（ゾーン）
です。区域内は、最高速度が時速30
キロメートル以内に制限されます。

お問い合わせは、
生活課（２階）
☎（20）１５０５、Ｆ（20）１６００、
土木管理課（７階）
☎（20）１５３７、Ｆ（20）１６０５、
茂原警察署
☎（22）０１１０へ。

市立東部小学校市立東部小学校

東部台文化会館東部台文化会館

早野新田早野新田 外房線

東
部
台
中
央
公
園

参加団体・グループ募集！
「市民ふれあいミーティング」
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